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購入引換券を持って、商品券を買いに行こう

がんばれ！まさき応援券

▼ 対象者
　令和 2 年 8 月31日時点で松前町に住民登録をしている人

▼ 販売価格　1 セット3,000 円

▼ 商品券面額　1 セット5,000 円
※　共通券 500 円券× 6 枚、限定券 500 円× 4 枚

▼ 販売窓口　松前郵便局、北黒田郵便局、岡田郵便局、エ
　ミフル MASAKI 郵便局、北伊予郵便局、松前町商工会

▼ 購入方法
　9 月下旬に各世帯に郵送した購入引換券、購入者の身分証
明書（免許証や保険証）、購入代金を持って、販売窓口へ行く。

▼ 注意事項
※　購入引換券の再発行はできません。紛失した場合は商品
　券が購入できなくなります。
※　購入限度は各世帯1回、1人につき1セットです。購入引換券に
　記載の同一世帯員のうち1人が代表し、必要なセット数を一度に
　購入してください（代理人が購入する場合の詳細は、購入引換券を参照）。
※　購入後の払い戻しはできません。

▼ 販売期間　

  10月1日㊍～ 31日㊏

▲

共通券・限定券ともに利用可能店舗
aoinail、明石屋、阿川石油松前給油所、味処鼓
響、イタリアンスタンドジラソーレ、一六本舗松前
店、井上徳太郎商店、いよ翁、うどん茶屋北斗松
前店、宇和島鯛飯小次朗、エスケイハウス、エリー
トサイクルワークス、岡田タクシー、お好み焼き

のむら、カットサロンパーム、カットハウスかとう、かつれつ亭出合橋店、か
どや製菓、川﨑屋、カワモト自動車販売、きたいよ鍼灸整骨院、くりーに
んぐえびす屋、黒田海産、コープえひめ松山西支所、さかい、佐賀自動車
商会、さくや、酒のすみだ、篠﨑畜産精肉直売店、住田米穀酒販、すわぱ
ん、セツ美容室、瀬戸吉、セブンイレブン（恵久美店、浜店、松前公園前
店）、髙石石油店、だがしや smile Yagine、たまごゃ、CHEECK、釣具のフ
レンド松前店、てんてん丸伊予松前店、TOTAL-K、中岡自動車、長岡写真館、
中島石油、中島花店、なな草、ニシエイ建材、はしもと農園、Patisserie 
Laugh&Rough、明屋書店松前店、はるやま伊予松前店、ビューティーし

▼共通券　全ての取扱店舗で使用可

▼限定券　大型小売店などを除く
　　　　　取扱店舗でのみ使用可

▼ 使用期限

　 令和 3 年1月31日㊐

がんばれ！まさき応援券  取扱店舗一覧（9 月 18 日現在） ※ 9 月19日以降の登録店は、専用ページで随時更新します。

見 本

見 本

げみ、美容室 uP、ファミリーファッションおだ北伊予店、
ファンガーデン MASAKI 本店、双葉食堂、プロックス、
hairatelier8otto、hair vita、星加商店、マイキムチ＆
コリアンデ hanari、松前ガスセンター、松前餃子、松
前交通タクシー、まさき村、松山興産（カーピットひまわり、ユーティ
まさき給油所、ユーティまさきひがし給油所）、松山市農業協同組
合（岡田支所、北伊予支所、永田給油所、永田出張所、松前支所）、
眼鏡市場伊予松前店、メガネハウス、めん処矢磨樹松前店、モス
ヘアアンドネイル、もつ鍋居酒屋郷家松前店、山一商会、ゆかり美
容室、龍宮堂、リンガーハット伊予松前店、渡部フラワーショップ　▲

共通券のみ利用可能店舗
エディオンエミフル MASAKI 店、松山生協 

（岡田店、北伊予店）、くすりのレデイ（松
前筒井店、松前店）、DCM ダイキ松前店、
ディスカウントドラッグコスモス松前店、ド
ラッグセイムス松前筒井店、フジエミフル

MASAKI、フジ松前店、マツダオートザムフジエミフル MASAKI

ステッカーが目印！

▲

専用ページ
商品券のポスターと
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令和 3年度 4月入所（園）

保育所・認定こども園（保育所部分）
入所（園）児童を募集します

◉受付期間
10月1日㊍～30日㊎

8 時 30 分～ 17 時15分
（㊏・㊐は除く）

▼申込要件　保護者が①～⑦のいずれかに該当していること。

　①  働いている場合（休憩を除き月64 時間以上）
　②  妊娠中か出産後間がない場合
　　  （出産予定月とその前後 2 カ月ずつの最長 5 カ月）
　③  病気か心身に障がいがある場合
　④  長期にわたり、病気や心身に障がいがある親族を常に介護して
　　いる場合
　⑤  震災、風水害、火災などの災害の復旧に当たっている場合
　⑥   求職活動（起業の準備含む）を継続的に行っている場合
　⑦  就学（職業訓練校などの訓練含む）している場合　など

▼申し込み方法
　家庭状況等により、提出書類が異なります。窓口で聞き取り後、必
要書類をお渡ししますので、期間内に全てそろえて提出してください

（書類は、子育て・健康課、各保育所（園）や認定こども園で配布中）。

▼申込先
　【新規】
　子育て・健康課保育幼稚園係
　※町内の認定こども園の場合は、利用希望施設でも申し込みできます。
　【継続（転園も含む）】
　・町内の各施設の場合　 　　利用中の各施設
　・上記以外の場合　　     　　子育て・健康課保育幼稚園係

▼ 入所決定
　3月上旬までに審査結果を郵送します。その後、各施設での面談や利
用契約を終えると利用が決定します。

▼ 保育料（利用者負担額）
　【0 ～ 2 歳児クラスの児童】
　　入所児童の父母など、扶養義務者の市町村民税所得割額によっ
　て決定します。
　【3 ～ 5 歳児クラスの児童】
　　保育料は無料ですが、通園送迎費、給食費、行事費や延長保育
　料などは、保護者負担です（ただし、年収 360 万円未満相当世帯の
　全ての子どもとその他の世帯の第 3 子以降の子どもは、副食（おか
　ず、おやつなど）費は免除）。

保育士（フルタイム会計年度任用）募集中

　勤務場所は町立保育所で、募集人数は若干
名です。随時応募を受け付け、個別に面接を行
います。決まり次第締め切りますので、詳しくは
町ホームページ（次の QRコード）を確認してく
ださい。

問総務課職員係　☎ 985–4113

▼ 入所（園）対象児童と定員   （年齢は令和 3 年 4 月 1日時点）

《町立保育所》
施設名 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

松前ひまわり保育所 150 人 6 カ月～ 7 時～ 18 時
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ～ 19 時 北黒田 187-4 984-2511

黒田保育所 60 人 6 カ月～
7 時 15 分～ 18 時 15 分

（7 時 30 分～ 12 時 30 分）

― 北黒田 711-1 984-1358

小富士保育所 60 人 6 カ月～ ― 大　溝 118-4 984-1161

白鶴保育所※ 1 ※ 2 60 人 1 歳児～ 7 時～ 18 時
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ～ 19 時 上高柳 266-1 984-1088

※ 1　1 歳児以上の利用は、基本的に幼児食に移行している子どもが対象です。
※ 2　令和 3 年度から保育の時間を変更し、延長保育を開始する予定です。

問子育て・健康課保育幼稚園係
　☎ 985-4116

《私立保育所》
施設名 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

岡田保育園 50 人 6 カ月～ 7 時 15 分～ 18 時 15 分
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ― 西高柳 147-1 984-2730

大事なお知らせ

◉保育の利用希望者が増えているため、受け入れ可能人数を超え

る申し込みが予想されます。申し込みをしても入所（園）できな
い場合がある ことをご了承ください。

◉ 5 月以降の園児募集は、毎月 2 カ月前の月末が締め切りです。審

査結果は、利用開始希望月の前月中旬ごろに郵送します。

《私立認定こども園（保育所部分）》
施設名 定員 受入年齢 時間※（　）は㊏ 延長保育 所在地 電話

エンゼル幼稚園 70 人 6 カ月～ 7 時～ 18 時 
（7 時～ 12 時 30 分） ～ 19 時 西古泉 561-1 984-6411

コモドまさき園 39 人 4 カ月～ 7 時～ 18 時
（7 時～ 18 時） ～ 19 時 西古泉 498-1 985-1343

青葉幼稚園 75 人 6 カ月～ 7 時 30 分～ 18 時 30 分
（7 時 30 分～ 12 時 30 分） ― 徳　丸 332-2 984-1361
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飲
用
井
戸
設
置
者
の
皆
さ
ん
へ

井
戸
水
の
管
理
・
検
査
を
し
ま
し
ょ
う

　

管
理
・
検
査
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い

な
い
井
戸
水
を
飲
用
す
る
と
、
健
康
を

損
な
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
点

に
気
を
付
け
て
、
井
戸
水
を
管
理
し
ま

し
ょ
う
。

▼
井
戸
の
衛
生
的
な
管
理
を

　

井
戸
や
そ
の
周
辺
に
は
、
み
だ
り
に

人
や
動
物
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
周
辺
の
点
検
を
定
期
的
に

行
っ
て
、
清
潔
を
保
持
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

▼
水
質
検
査
を
行
い
ま
し
ょ
う

　

水
の
色
、
濁
り
や
味
、
臭
い
な
ど
に

注
意
し
、
年
１
回
以
上
、
水
質
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。

　

異
常
が
あ
れ
ば
飲
用
を
中
止
し
、
水

質
検
査
を
行
っ
て
安
全
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

問
県
立
衛
生
環
境
研
究
所

　
　
　
　
　
　

☎
９
３
１
―
８
７
５
７

　

愛
媛
県
総
合
保
健
協
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
７
―
８
２
０
６

国
民
年
金
保
険
料

離
職
に
よ
る
特
例
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

離
職
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
納
付
が

免
除
さ
れ
る
「
特
例
免
除
制
度
」
が
利

用
で
き
ま
す
。

　

免
除
を
希
望
す
る
人
は
、
次
の
も
の

を
持
参
し
て
、
年
金
事
務
所
か
町
民
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
持
参
物
】

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
か
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票

②
年
金
手
帳

③
本
人
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書

※
学
生
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
学
生
納

付
特
例
制
度
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
主
や
配
偶
者
が
い
る
人
は
、
世

帯
主
や
配
偶
者
が
所
得
要
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
６

国
勢
調
査
の
調
査
票
は
提
出
し
ま
し
た
か

　

国
勢
調
査
は
、
社
会
福
祉
、
雇
用
施

策
や
防
災
対
策
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活

に
欠
か
せ
な
い
施
策
に
役
立
て
ら
れ
る

大
切
な
調
査
で
す
。
令
和
２
年
10
月
１

日
現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
全
て
の

人
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

　

調
査
票
は
、
10
月
７
日（
水
）
ま
で

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る
か
、

調
査
票
に
同
封
の
封
筒
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

　

回
答
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、次
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
込
む
か
、国
勢
調
査
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
サ
イ
ト（http://kokusei2020.

go.jp/

）で
確
認
で
き
ま
す
。

調
査
票
が
届
い
て
い
な
い

場
合
は
、
財
政
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

※
調
査
内
容
は
、
統
計
の
作
成
に
関
連

す
る
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

問
国
勢
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

８
時
～
21
時

　
　

☎
０
５
７
０
―
０
７
―
２
０
２
０

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
番
号
で
お
掛
け
の

人
は
、   

☎
０
３
―
６
６
３
６
―
９
６
０
７

　

財
政
課
統
計
電
算
係　

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
１

◆健全化を判断する比率（単位：％）
令
和
元
年
度　
松
前
町
財
政
健
全
化
指
標

町
の
財
政
は
健
全
で
す

　

令
和
元
年
度
の
健
全
化
判
断
比
率
と

資
金
不
足
比
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
、
自
治
体

の
財
政
状
況
は
健
全
で
す
。

【
解
説
】　

松
前
町
は
国
の
定
め
た
基
準

よ
り
も
比
率
が
低
く
、
イ
エ
ロ
ー
カ
ー

ド
に
当
た
る
早
期
健
全
化
団
体
（
公
営

企
業
に
つ
い
て
は
経
営
健
全
化
団
体
）

と
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
に
当
た
る
財
政
再
生

団
体
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　　

こ
の
よ
う
に
健
全
な
町
の
財
政
で
す

が
、
こ
の
状
態
が
将
来
に
わ
た
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
も
財
政
運
営
に
厳
し
い
姿
勢

で
臨
み
、
健
全
財
政
の
維
持
に
取
り
組

み
ま
す
。

問
財
政
課
財
政
係☎

９
８
５
―
４
１
０
１

※  実質収支と連結実質収支が黒字のため、実質赤字比率 
　と連結実質赤字比率はありません。

区　分 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 －
20.0

公共下水道事業
特別会計 －

◆資金不足の比率（単位：％）

※  資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額が、事 
　業の規模に対してどの程度あるか示しています。上記事
　業は、事業の規模に対する資金不足額が無いため、資金
　不足比率はありません。

指　標 松前町
早期健全化
（国の基準）

イエローカード

財政再生
（国の基準）
レッドカード

備　考

実 質 赤 字 比 率
（一般会計に対する赤字の割合） － 14.16 20.0

連結実質赤字比率
（全会計に占める赤字（または資金の

不足額）の割合）
－ 19.16 30.0

実質公債費比率
（収入に占める借金返済額の割合） 8.7 25.0 35.0 前年度   9.0

将 来 負 担 比 率
（将来にわたる実質的な負債の割合） 116.6 350.0 前年度 79.1

▼
利
用
要
件

①
平
成
28
年
４
月
以
降
の
県
外
か
ら
の

移
住
者
で
あ
る
こ
と

②
空
家
等
を
賃
借
で
は
な
く
購
入
予
定

で
あ
る
こ
と

※
こ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
。

利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
事
前
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
は
今
後
も
、
地
域
活
性
化
と
空
家

等
の
利
活
用
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問
町
民
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
２
８

　

町
と
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
９
月
１

日
、「【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
地
域
活
性
化
型

に
係
る
相
互
協
力
に
関
す
る
協
定
」
を

締
結
し
ま
し
た
。

　
【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
と
は
、
民
間
金
融

機
関
と
住
宅
金
融
支
援
機
構
が
提
携
し

て
提
供
す
る
、
最
長
35
年
の
全
期
間
固

定
金
利
の
住
宅
ロ
ー
ン
で
す
。

　

協
定
の
締
結
に
よ
り
、
町
の
空
家
等

活
用
事
業
の
補
助
制
度
と
【
フ
ラ
ッ
ト

35
】
を
併
せ
て
利
用
す
る
こ
と
で
、【
フ

ラ
ッ
ト
35
】
の
金
利
が
当
初
の
５
年
間

は
０
・
25
％
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

空
家
等
の
利
活
用
を
進
め
ま
す

65
歳
以
上
の
優
先
接
種
に
ご
協
力
を

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

　

よ
り
必
要
と
す
る
人
に
確
実
に
届
く
よ

う
、
次
の
通
り
優
先
接
種
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
人
は
お

早
め
に
。

▼
10
月
１
日（
木
）
～
　
65
歳
以
上
の
人

（
定
期
接
種
対
象
者
）

▼
10
月
26
日（
月
）
～　

医
療
従
事
者
、

基
礎
疾
患
の
あ
る
人
、妊
婦
、小
学
校
２
年

生
ま
で
の
子
ど
も（
そ
れ
以
外
の
人
も
接
種
可
）

◉
接
種
費
用
を
助
成
し
ま
す

【
64
歳
以
下
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
】

▼
助
成
対
象
者　

申
請
時
、
世
帯
主
に

町
税
と
国
保
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯

に
属
し
、
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

（
下
記
◎
は
除
く
）

▼
助
成
額　

１
人
千
円（
千
円
未
満
の

と
き
は
実
費
）

▼
助
成
回
数　

年
度
内
１
人
１
回

▼
申
請
期
限　

３
月
31
日（
水
）

▼
申
請
方
法　

保
険
課
に
申
請
書
を
提
出

▼
申
請
に
必
要
な
物　

①
領
収
書（
予
防

接
種
名
、
接
種
者
の
氏
名
、
病
院
名
、
接

種
日
、料
金
、領
収
日  

が
明
記
し
て
あ
る

も
の
）②
保
険
証
③
認
め
印（
朱
肉
を
使

う
も
の
）④
世
帯
主
と
接
種
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
⑤
身
分
証
明
書

⑥
世
帯
主
名
義
の
口
座
が
分
か
る
も
の

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

保
険
課
医
療
保
険
係　

　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
７

【
65
歳
以
上
の
人
】

　

◎
60
～
64
歳
で
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸

器
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
の
機
能
に
障
が
い（
身
体
障
が
い

者
手
帳
１
級
相
当
）が
あ
る
人
を
含
む
。

▼
助
成
対
象
者　

町
に
住
民
登
録
の
あ

る
人　

▼
助
成
方
法　

県
内
の
協
力
医
療
機
関

に
予
約
し
て
接
種
し
、　

個
人
負
担
の

み
支
払
い
。

▼
個
人
負
担　

千
円

※
生
活
保
護
な
ど
の
支
援
給
付
を
受
け

て
い
る
人
は
不
要
。
書
類
が
必
要
な
の

で
、事
前
に
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係（
☎

９
８
５
―
４
１
１
２
）ま
で
連
絡
を
。

▼
助
成
回
数　

左
記
期
間
内  

１
人
１
回

▼
助
成
期
間

　

10
月
１
日（
木
）
～
12
月
31
日（
木
）

▼
接
種
時
に
必
要
な
物　

保
険
証
な
ど

住
所
、
氏
名
、
年
齢
が
確
認
で
き
る
も

の（
◎
に
該
当
す
る
人
は
、
身
体
障
が

い
者
手
帳
か
医
師
の
診
断
書
）

※
予
診
票
な
ど
は
医
療
機
関
に
あ
り
ま
す
。

問
子
育
て
・
健
康
課
健
康
増
進
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
８
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令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
成
年
年
齢

が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
令
和
３
～
６
年
度
に
20
歳
を
迎
え

る
皆
さ
ん
に
、
成
人
式
典
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
20
歳
で
の
式
典
開
催
を

支
持
す
る
と
い
う
回
答
が
約
８
割
で
し

た
の
で
、
松
前
町
で
は
今
後
も
、
20
歳

を
対
象
に
成
人
式
典
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

式
典
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

協
議
し
て
決
定
す
る
予
定
で
す
。

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

令
和
４
年
度
以
降
も

成
人
式
典
の
対
象
は
20
歳
で
す

記
念
物
の
パ
ネ
ル
展
を
開
催
中
で
す

　

経
済
的
な
理
由
で
お
子
さ
ん
の
就
学

費
用
の
負
担
が
難
し
い
家
庭
に
対
し
、

学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
を
町
が
援
助

し
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
入
学
時
に
必
要
な
学

用
品
費
に
つ
い
て
は
、｢

入
学
準
備
金｣

と
し
て
入
学
前
に
受
け
取
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
子
さ
ん
の
通
っ
て
い

る
（
通
う
予
定
の
）
小
・
中
学
校
か
学

校
教
育
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
総
務
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
２
５

就
学
援
助
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料
（
税
）
の
特
別
徴
収

10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

町
県
民
税
・
各
種
保
険
料（
税
）を
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）で
納
め
て
い
る

人
は
、
10
月
か
ら
本
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
今
ま
で
普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座

振
替
）で
納
め
て
い
た
人
の
う
ち
、
10
月

か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
る
人
が
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
に
は
、
６
～
７
月
に

通
知
書
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
特
別
徴
収
は
翌
年
度
以

降
も
引
き
続
き
行
わ
れ
、
令
和
３
年
度

４
・
６
・
８
月
に
納
め
る
額
は
、
２
年
度

２
月
に
納
め
る
額
と
同
額
で
す
。

　

た
だ
し
町
県
民
税
の
徴
収
額
に
つ
い

て
は
、
公
的
年
金
に
係
る
２
年
度
税
額

の
６
分
の
１
相
当
額
と
な
り
ま
す
。

問
税
務
課
町
民
税
係
（
町
県
民
税
・
国

保
税
）　　

 　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

2 年度 3 年度

支
  払
月

4 6 8 10 12 2 4 6 8

徴
収
区
分

特別徴収
（仮徴収）

または
普通徴収

特別徴収
（本徴収）
2 年度税額

（保険料）－徴収
済額

特別徴収
（仮徴収）

2 年度 2 月に納
める額と同額

※町県民税は
公的年金に係
る 2 年度税額
の 1/6 相当額

　

保
険
課
保
険
料
係
（
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）　　

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

【 

定
例
の
行
政
相
談
所
】

▼
日
時　

10
月
26
日
（
月
）
10
時
～
15
時

▼
場
所　

役
場
４
０
１
会
議
室

※
毎
月
１
回
開
設
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い

日
程
は
ま
さ
き
お
役
立
ち
カ
レ
ン
ダ
ー

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

 【
電
話
相
談
】

　

総
務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
電

話
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

行
政
苦
情
１
１
０
番（
全
国
共
通
）

　
　
　

☎
０
５
７
０
―
０
９
０
１
１
０

問
総
務
課
広
報
広
聴
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
２

　

行
政
全
般
に
つ
い
て
の
苦
情
、
意
見

や
要
望
な
ど
を
受
け
付
け
、
公
正
・
中

立
的
に
解
決
に
当
た
る
の
が
行
政
相
談

で
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

※
相
談
所
で
は
、
手
指
の
消
毒
、
マ
ス

ク
の
着
用
や
相
談
時
間
の
短
縮
な
ど
の

感
染
症
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【 

特
別
行
政
相
談
所
】

▼
日
時　

10
月
19
日
（
月
）
10
時
～
15
時

▼
場
所　

北
公
民
館

▼
相
談
員　

行
政
相
談
委
員　

鶴
家
澄

成
さ
ん
、
石
丸
幸
子
さ
ん

10
月
19
日
～
25
日
は
行
政
相
談
週
間

特
別
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

記
念
物
の
指
定
な
ど
を
定
め
て
い
た

｢

史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法｣

施

行
か
ら
、
令
和
元
年
で
１
０
０
年
を
迎

え
ま
し
た
。

　

記
念
物
と
は
、「
史
跡
」、「
名
勝
」、「
天

然
記
念
物
」
の
総
称
で
す
。
現
在
、
庁

舎
１
階
ロ
ビ
ー
で
日
本
を
代
表
す
る
記

念
物
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

▼
開
催
期
間　

10
月
22
日（
木
）ま
で

※
10
月
８
日（
木
）
に
展
示
パ
ネ
ル
を

入
れ
替
え
ま
す
。

 　

こ
の
機
会
に
、
皆
さ
ん
も
記
念
物
を

身
近
に
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

野
良
猫
（
地
域
猫
）
の
避
妊
手
術
を
支
援
し
ま
す

　

愛
媛
県
獣
医
師
会
で
は
、
殺
処
分
さ

れ
る
野
良
猫
を
減
ら
す
た
め
、
避
妊
手

術
を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。
申
請
の

受
け
付
け
は
役
場
で
行
い
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
避
妊
手
術
以
外
の
費
用
が
発
生
し
た

場
合
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
猫　

生
後
６
カ
月
以
上
の
雌
の

野
良
猫（
地
域
猫
）

▼
実
施
頭
数　

県
内
で
約
１
５
０
頭

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
し
、
支
援

決
定
者
に
は
11
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
結

果
を
送
付
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　

認
め
印（
朱
肉
を

使
う
も
の
）
を
持
参
し
、
町
民
課
生
活

環
境
係
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
間

　

10
月
１
日（
木
）
～
30
日（
金
）

問
町
民
課
生
活
環
境
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

　

愛
媛
県
獣
医
師
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
８
―
５
３
６
７

　

８
月
25
日
、
埋
立
ご
み
を
収
集
中
の

パ
ッ
カ
ー
車
か
ら
出
火
し
、
火
災
が
発

生
し
ま
し
た
。
火
災
の
原
因
は
、
中
身

が
残
っ
て
い
る
ス
プ
レ
ー
缶
や
ラ
イ
タ
ー

な
ど
の
可
燃
性
ガ
ス
で
す
。
必
ず
使
い

切
っ
て
か
ら
ご
み
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

同
様
の
火
災
は
３
月
24
日
に
も
発
生

し
て
い
ま
す
。
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
も
、

適
切
な
ご
み
出
し
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、
ヘ
ア
ス
プ
レ
ー

缶
な
ど

　
「
金
属
類
・
ス
プ
レ
ー
缶
」
の
収
集
日

（
毎
月
第
４
土
曜
日
）
に
、
金
属
と
は
別

の
袋
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー　
「
埋
立
ご
み
」
の

収
集
日
（
毎
月
第
４
火
曜
日
）
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
「
松
前
町
ご
み
分
別
の
手
引
き
」
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
手
引
き
は
町
民
課
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係　

　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７

適
切
な
ご
み
出
し
に
協
力
を

ご
み
収
集
車
で
火
災
が
発
生
し
ま
し
た

令
和
３
年
３
月
発
行
予
定　
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

▼
発
行
部
数　

１
万
６
千
部
予
定

（
北
伊
予
・
岡
田
校
区
８
５
０
０
部
、

松
前
校
区
７
５
０
０
部
）

▼
配
布
方
法　

各
戸
配
布
と
役
場
、東
・

西
・
北
公
民
館
で
窓
口
配
布

▼
掲
載
場
所　

カ
レ
ン
ダ
ー
１
月
に
つ

き
下
段
に
１
枠

※
掲
載
枠
数
は
１
枠
単
位
。
１
回
の
申

し
込
み
で
12
枠
ま
で
掲
載
で
き
ま
す
。

▼
広
告
サ
イ
ズ　

縦
30
×
横
80
㎜（
最
大
）

▼
広
告
掲
載
料　
　

１
枠
２
万
円

▼
申
し
込
み
方
法　

募
集
要
領
と
松
前

町
広
告
事
業
実
施
規
程
を
確
認
の
上
、

申
込
書
に
広
告
原
案
を
添
え
て
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
か
メ
ー
ル
で
提
出
。
募
集
要
領

な
ど
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
次
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

史跡　梅之木遺跡
　　   （竪穴建物跡）

▼
締
め
切
り　

11
月
30
日
（
月
）

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
９
１
―
３
１
９
２

　

松
前
町
大
字
筒
井
６
３
１
番
地

　

町
民
課
生
活
環
境
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
７
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